
東大阪水整管第１７８号 
令和 3年５月６日 

東大阪市入札参加有資格者(建設工事) 各位 
東大阪市上下水道局水道施設部 

水道整備室管路建設課 

本市発注の水道工事における概算数量設計による 
管路設計付工事発注方式の試行実施について(お知らせ) 

標記の件について、本市水道事業の一環として、下記のとおり概算数量設計による管路
設計付工事発注方式(以下、「簡易DB方式」という。)での工事発注を令和 3年度に試行実
施しますので、お知らせいたします。

記 

1. 導入目的 
増加する老朽化管路や近年相次いで発生している地震等の大規模災害への対策とし
て、今まで以上にスピード感を持った管路の更新と耐震化が求められています。これら
に対応するべく、設計積算の業務の効率化を促進し、管路更新事業のスピードアップを
図る手法として、簡易DB方式を試行実施するものです。 

2. 簡易DB方式の概要 
これまで本市が作成していた詳細設計図等を省略し、概略平面図等の必要最小限の
設計図面とします。また、当初設計を概算数量にて積算した設計金額により発注し、契
約後に受注者が詳細設計図等を作成して、本市の承認により施工するものです。 

   施工後は、完成数量及び工事監督員と受注者との協議に基づいて精算、必要に応じて
変更契約を行います。 

3. 発注規模 
布設口径はφ250(既設管との連絡部は除く。)までとし、延長は 300ｍ程度までとしま
す。 

4. 簡易DB方式による主な業務の流れ 
工事の発注、契約から施工、精算までの従来の業務の流れと簡易DB方式との比較は別
紙１のとおりです。 



5. 試行発注の検討 
 試行実施の検討について、工事受注者様のご協力(アンケート等)をいただきます。 
 検証結果を踏まえながら、令和 3 年度以降においても試行発注を重ね、簡易 DB 方
式による工事発注を確立させていく予定です。 

6. 入札方法及び業種・条件 
入札方法：電子入札による制限付一般競争入札 
業  種：第 1希望登録業種が「土木」で登録されていること。 
条  件：配置する技術者が「配管技能者」及び「給水装置工事主任技術者」等の有資

格者であること。 
     ※詳細な資格要件は、入札公告及び実施要領に記載します。 

7. 令和 3年度試行実施予定件数 
2 件 

以上 
連絡先              
東大阪市上下水道局 水道施設部 

水道整備室 管路建設課 
TEL 06－6724－1221 内線(235) 



※審査担当者(検査担当)による設計審査

・工事発注 ・工事発注
※市内業者もしくは準市内業者 ※受注者に配管技能者等資格の制限

・契約 ・契約

・関係機関との協議 ・関係機関との協議

・試掘(管割図等検討のため)

※検査員による詳細設計の承認

・施工 ・施工

・変更協議 ・変更協議

・精算 ・精算
※完工図等の完工書類提出 ※完工図等の完工書類提出
※検査員による工事完工検査 ※検査員による工事完工検査

・詳細設計(変更協議)
受注者が作成した管割図等の詳細設計図及び数量計算書を
工事担当課にて承認

簡易DB方式の主な流れと従来との比較

・詳細設計・積算
発注図
(平面図・配管詳細図・横断図・路面本復旧図)

・素図作成
測量発注(平面測量・公私道調査
　　　　　　　　　　・地下埋設物調査)

【 従来の流れ 】 【 簡 易 D B 方 式 】

・概算数量設計
発注図
(概略平面図・横断図・路面本復旧図)

・更新計画
(弁栓配置・仮設等)

・更新計画
(弁栓配置・仮設等)

・素図作成
測量発注(平面測量・公私道調査
　　　　　　　　　　・地下埋設物調査)

※審査担当者(検査担当)による設計審査

※占用申請、34条協議等は従来どおり局で行う。

※配管詳細検討に伴う近接協議及び施工通知提出

発
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業
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業
務

別紙 1


